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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開花から５１日以上経過した日に収穫された３－スルファニル－４－メチルペンタン－
１－オール（３ＳＭＰ）、３－スルファニル－４－メチルペンチルアセテート（３ＳＭＰ
Ａ）及び３－スルファニル－１－ヘキサノール（３ＳＨ）を含むホップであって、開花か
ら４５日目に収穫された場合に比べて、その３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨのそれぞれ
の含有量が１０％以上増加したホップを含む原料を使用して、開花から４５日目に収穫さ
れたホップを使用したこと以外は同一の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰの含有
量が１００％以上、３ＳＭＰＡの含有量が１００％以上及び３ＳＨの含有量が１０％以上
増加した飲料を製造することを含む、飲料の製造方法。
【請求項２】
　開花から５１日以上経過した日に収穫された３－スルファニル－４－メチルペンタン－
１－オール（３ＳＭＰ）、３－スルファニル－４－メチルペンチルアセテート（３ＳＭＰ
Ａ）及び３－スルファニル－１－ヘキサノール（３ＳＨ）を含むホップであって、開花か
ら４５日目に収穫された場合に比べて、その３ＳＭＰの含有量が２８．０μｇ／ｋｇ以上
、３ＳＭＰＡの含有量が０．２μｇ／ｋｇ以上、及び３ＳＨの含有量が０．８μｇ／ｋｇ
以上増加したホップを含む原料を使用して、開花から４５日目に収穫されたホップを使用
したこと以外は同一の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰの含有量が１００％以上
、３ＳＭＰＡの含有量が１００％以上及び３ＳＨの含有量が１０％以上増加した飲料を製
造することを含む、飲料の製造方法。
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【請求項３】
　前記ホップを含む原料を使用して、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこ
と以外は同一の方法で製造された飲料に比べて、苦味価に対する３ＳＭＰの含有量の比、
苦味価に対する３ＳＭＰＡの含有量の比及び苦味価に対する３ＳＨの含有量の比が増加し
た飲料を製造することを含む、請求項１又は２に記載の飲料の製造方法。
【請求項４】
　前記ホップを含む原料を使用して、ビールテイスト飲料を製造することを含む、請求項
１乃至３のいずれかに記載の飲料の製造方法。
【請求項５】
　ホップを含む原料を使用する飲料の製造において、前記ホップとして、開花から５１日
以上経過した日に収穫された３－スルファニル－４－メチルペンタン－１－オール（３Ｓ
ＭＰ）、３－スルファニル－４－メチルペンチルアセテート（３ＳＭＰＡ）及び３－スル
ファニル－１－ヘキサノール（３ＳＨ）を含むホップであって、開花から４５日目に収穫
された場合に比べて、その３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨのそれぞれの含有量が１０％
以上増加したホップを使用して、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以
外は同一の方法で製造された飲料に比べて、前記飲料の３ＳＭＰの含有量を１００％以上
、３ＳＭＰＡの含有量を１００％以上及び３ＳＨの含有量を１０％以上増加させることに
より、前記飲料の香味を向上させる、方法。
【請求項６】
　ホップを含む原料を使用する飲料の製造において、前記ホップとして、開花から５１日
以上経過した日に収穫された３－スルファニル－４－メチルペンタン－１－オール（３Ｓ
ＭＰ）、３－スルファニル－４－メチルペンチルアセテート（３ＳＭＰＡ）及び３－スル
ファニル－１－ヘキサノール（３ＳＨ）を含むホップであって、開花から４５日目に収穫
された場合に比べて、その３ＳＭＰの含有量が２８．０μｇ／ｋｇ以上、３ＳＭＰＡの含
有量が０．２μｇ／ｋｇ以上、及び３ＳＨの含有量が０．８μｇ／ｋｇ以上増加したホッ
プを含む原料を使用して、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以外は同
一の方法で製造された飲料に比べて、前記飲料の３ＳＭＰの含有量を１００％以上、３Ｓ
ＭＰＡの含有量を１００％以上及び３ＳＨの含有量を１０％以上増加させることにより、
前記飲料の香味を向上させる、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲料の製造方法及び飲料の香味を向上させる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、２種以上のモノテルペンアルコールと、４－メルカプト－４－メチル
ペンタン－２－オンとを含み、当該２種以上のモノテルペンアルコールの含有量の合計が
１５ｐｐｂ以上であり、当該４－メルカプト－４－メチルペンタン－２－オンの含有量が
１０ｐｐｔ以上である飲料が記載されている。
【０００３】
　特許文献２には、α酸の含有量が組成物中１重量％未満であるホップ苞含有組成物をビ
ールテイスト飲料の製造工程で添加する、ビールテイスト飲料の製造方法が記載されてい
る。
【０００４】
　非特許文献１には、ホップの収穫は、開花後４５日を中心に４０日～５０日の間に終え
るように心がけるべきと記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－２２００９１号公報
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【特許文献２】特開２０１４－１８７９６９号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】平成２８年発行　ホップ栽培暦（発行：岩手県ホップ連合会、全国農業
協同組合岩手県本部、岩手県農業共済組合）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ホップを使用して製造される飲料の香味を向上させる方法の一つとして、当該ホップの
使用量を増加させることが考えられる。しかしながら、ホップの使用量を増加させた場合
には、当該ホップに由来する香味のみならず、当該ホップに由来する苦味も増強されてし
まう。また、ホップから所望の香味成分を選択的に抽出することも考えられる。しかしな
がら、このようなホップの加工には手間やコストがかかる。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、香味が効果的に向上した飲料の製造
方法及び飲料の香味を向上させる方法を提供することをその目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係る飲料の製造方法は、開花から５１
日以上経過した日に収穫されたホップを含む原料を使用することを含む。本発明によれば
、ホップに由来する香味が効果的に向上した飲料の製造方法が提供される。
【００１０】
　また、前記ホップは、チオール成分を含むこととしてもよい。また、前記方法は、前記
ホップを含む原料を使用して、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以外
は同一の方法で製造された飲料に比べて、３－スルファニル－４－メチルペンタン－１－
オール、３－スルファニル－４－メチルペンチルアセテート及び３－スルファニル－１－
ヘキサノールからなる群より選択される１以上のチオール成分の含有量が増加した飲料を
製造することを含むこととしてもよい。また、前記方法は、前記ホップを含む原料を使用
して、ビールテイスト飲料を製造することを含むこととしてもよい。
【００１１】
　上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係る飲料の香味を向上させる方法は、
ホップを含む原料を使用する飲料の製造において、前記ホップとして、開花から５１日以
上経過した日に収穫されたホップを使用することにより、前記飲料の香味を向上させる。
本発明によれば、飲料の香味を効果的に向上させる方法が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、香味が向上した飲料の製造方法及び飲料の香味を向上させる方法が提
供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る実施例１において飲料を評価した結果を示す説明図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態に係る実施例２においてホップを評価した結果を示す説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の一実施形態について説明する。なお、本発明は本実施形態に限られる
ものではない。
【００１５】
　本実施形態に係る方法（以下、「本方法」という。）の一側面は、開花から５１日以上
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経過した日に収穫されたホップを含む原料を使用することを含む、飲料の製造方法である
。また、本方法の他の側面は、ホップを含む原料を使用する飲料の製造において、当該ホ
ップとして、開花から５１日以上経過した日に収穫されたホップを使用することにより、
当該飲料の香味を向上させる、方法である。
【００１６】
　すなわち、本発明の発明者らは、ホップを含む原料を使用して製造される飲料の香味を
向上させる技術的手段について鋭意検討を重ねた結果、意外にも、従来は技術常識とされ
ていた収穫時期よりも遅い時期に収穫されたホップを使用することにより、飲料の香味を
効果的に向上させることができることを独自に見出し、本発明を完成するに至った。
【００１７】
　開花から５１日以上経過した日に収穫されたホップは、開花から５１日目又はそれより
後の日に収穫されたホップである。本方法において使用するホップは、開花から５３日以
上経過した日に収穫されたホップであってもよいし、開花から５５日以上経過した日に収
穫されたホップであってもよいし、開花から５８日以上経過した日に収穫されたホップで
あってもよいし、開花から６０日以上経過した日に収穫されたホップであってもよいし、
開花から６３日以上経過した日に収穫されたホップであってもよいし、開花から６５日以
上経過した日に収穫されたホップであってもよい。
【００１８】
　また、本方法において使用するホップは、開花から８０日以内の日（開花から８０日目
又はそれより前の日）に収穫されたホップであることが好ましく、開花から７５日以内の
日に収穫されたホップであることが特に好ましい。本方法において使用されるホップの収
穫日は、上述した下限値のいずれかと、上述した上限値のいずれかとを任意に組み合わせ
て規定されてもよい。
【００１９】
　なお、本発明において、ホップの開花は、栽培されているホップの花芽の総数の５０％
以上の数の花が咲いた時点である。すなわち、例えば、開花から５１日以上経過した日に
収穫されたホップは、花芽の総数の５０％以上の数の花が咲いた時点から５１日以上経過
した日に収穫されたホップである。
【００２０】
　ホップの形態は、特に限られず、例えば、ホップパウダー、ホップペレット、プレスホ
ップ、生ホップ、ホップエキス、イソ化ホップ、ローホップ、テトラホップ及びヘキサホ
ップからなる群より選択される１以上であることとしてもよい。
【００２１】
　ホップパウダーは、乾燥させたホップの球果を粉砕して得られる。ホップペレットは、
ホップパウダーをペレット状に圧縮成形して得られる。プレスホップは、乾燥させたホッ
プの球果を圧縮して得られる。生ホップは、収穫後に乾燥させることなく使用されるホッ
プである。ホップエキスは、ホップの毬花に含まれる成分（例えば、α酸、及び／又は後
述するチオール成分）を溶媒抽出することによって得られる。イソ化ホップは、ホップに
アルカリ処理や加熱処理等のイソ化処理を施してα酸をイソ化することで得られる。ロー
ホップ、テトラホップ及びヘキサホップ等の還元イソα酸製品は、イソα酸を化学修飾す
ることによって得られる。
【００２２】
　ホップとしては、チオール成分を含むホップを使用することが好ましい。チオール成分
は、その分子中にチオール基（ＳＨ基）を有する有機成分である。チオール成分の分子量
は、例えば、１００Ｄａ以上、１５０Ｄａ以下である。
【００２３】
　具体的に、ホップとしては、例えば、４－メチル－４－スルファニルペンタン－２－オ
ン（４ＭＳＰ）（４－メルカプト－４－メチルペンタン－２－オンとも呼ばれる。）、３
－スルファニル－４－メチルペンタン－１－オール（３ＳＭＰ）（３－メルカプト－４－
メチルペンタン－１－オールとも呼ばれる。）、３－スルファニル－４－メチルペンチル
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アセテート（３ＳＭＰＡ）（３－メルカプト－４－メチルペンチルアセテートとも呼ばれ
る。）、３－スルファニル－１－ヘキサノール（３ＳＨ）（３－メルカプト－１－ヘキサ
ノールとも呼ばれる。）及び３－スルファニルヘキシルアセテート（３ＳＨＡ）（３－メ
ルカプトヘキシルアセテートとも呼ばれる。）からなる群より選択される１以上のチオー
ル成分を含むホップを使用することとしてもよく、４ＭＳＰ、３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び
３ＳＨからなる群より選択される１以上のチオール成分を含むホップを使用することが好
ましく、３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨからなる群より選択される１以上のチオール成
分を含むホップを使用することが特に好ましい。
【００２４】
　なお、４ＭＳＰは、グリーン様の香りに寄与する。３ＳＭＰは、柑橘様の香りに寄与す
る。３ＳＭＰＡは、ルバーブ様の香りに寄与する。３ＳＨは、パッションフルーツ様の香
りに寄与する。３ＳＨＡは、グレープフルーツ様の香りに寄与する。
【００２５】
　本方法において使用するホップは、開花から４５日目に収穫された場合に比べて、その
３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨからなる群より選択される１以上のチオール成分の含有
量（ホップ単位乾燥重量当たりの含有量（例えば、μｇ／ｋｇ））が増加したホップであ
ることとしてもよい。
【００２６】
　この場合、本方法において使用するホップは、開花から４５日目に収穫された場合に比
べて、その３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨからなる群より選択される１以上のチオール
成分の含有量が、５％以上、好ましくは１０％以上、増加したホップであることとしても
よい。
【００２７】
　さらに、本方法において使用するホップは、開花から４５日目に収穫された場合に比べ
て、その３ＳＭＰの含有量が、１５％以上、好ましくは２０％以上、より好ましくは２５
％以上、特に好ましくは３０％以上、増加したホップであることとしてもよい。
【００２８】
　そして、本方法においては、上述のとおり、従来よりも遅い時期に収穫されたホップを
使用することにより、香味が効果的に向上した飲料を製造する。本方法において製造され
る飲料が有する向上した香味は、例えば、後述の実施例で確認されているとおり、柑橘様
の香り、フレッシュさ及び軽快さからなる群より選択される１以上の香味である。また、
本方法による飲料の香味の向上には、後述の実施例で示されているとおり、ホップに由来
する特定のチオール成分の含有量の変化が寄与していると考えられる。
【００２９】
　すなわち、本方法は、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以外は同一
の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨからなる群より選択
される１以上のチオール成分の含有量（飲料単位体積当たりの含有量（例えば、ｎｇ／Ｌ
））が増加した飲料を製造することを含むこととしてもよい。
【００３０】
　この場合、本方法においては、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以
外は同一の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨからなる群
より選択される１以上のチオール成分の含有量が、５％以上、好ましくは１０％以上、よ
り好ましくは１５％以上、特に好ましくは２０％以上、増加した飲料を製造することとし
てもよい。
【００３１】
　さらに、本方法においては、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以外
は同一の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰの含有量が、５０％以上、好ましくは
１００％以上、より好ましくは１５０％以上、特に好ましくは２００％以上、増加した飲
料を製造することとしてもよい。
【００３２】
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　また、本方法においては、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以外は
同一の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰＡの含有量が、５０％以上、好ましくは
１００％以上、より好ましくは１５０％以上、特に好ましくは２００％以上、増加した飲
料を製造することとしてもよい。
【００３３】
　また、本方法においては、飲料の苦味価（ＢＵ：Ｂｉｔｔｅｒ　Ｕｎｉｔ）を大きく増
加させることなく、当該飲料の香味を向上させることとしてもよい。なお、苦味価は、ビ
ールの苦味の程度を示す指標として用いられる。苦味価は、文献（「改訂　ＢＣＯＪビー
ル分析法　２０１３年増補改訂、ビール酒造組合国際技術委員会（分析委員会）編、公益
財団法人日本醸造協会発行」の「７．１２　苦味価」又は「８．１５　苦味価（ＩＭ）」
）に記載の方法に従い測定される。
【００３４】
　すなわち、本方法は、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以外は同一
の方法で製造された飲料に比べて、苦味価に対する、４ＭＳＰ、３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及
び３ＳＨからなる群より選択される１以上のチオール成分の含有量の比（４ＭＳＰ／ＢＵ
比、３ＳＭＰ／ＢＵ比、３ＳＭＰＡ／ＢＵ比、及び３ＳＨ／ＢＵ比からなる群より選択さ
れる１以上の比）が増加した飲料を製造することを含むこととしてもよい。
【００３５】
　この場合、本方法においては、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以
外は同一の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰ／ＢＵ比、３ＳＭＰＡ／ＢＵ比、及
び３ＳＨ／ＢＵ比からなる群より選択される１以上の比が増加した飲料を製造することが
好ましい。
【００３６】
　さらに、この場合、本方法においては、開花から４５日目に収穫されたホップを使用し
たこと以外は同一の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰ／ＢＵ比、３ＳＭＰＡ／Ｂ
Ｕ比、及び３ＳＨ／ＢＵ比からなる群より選択される１以上の比が、５％以上、好ましく
は１０％以上、より好ましくは１５％以上、特に好ましくは２０％以上、増加した飲料を
製造することが好ましい。
【００３７】
　さらに、本方法においては、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以外
は同一の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰ／ＢＵ比が、５０％以上、好ましくは
１００％以上、より好ましくは１５０％以上、特に好ましくは２００％以上、増加した飲
料を製造することとしてもよい。
【００３８】
　また、本方法においては、開花から４５日目に収穫されたホップを使用したこと以外は
同一の方法で製造された飲料に比べて、３ＳＭＰＡ／ＢＵ比が、５０％以上、好ましくは
１００％以上、より好ましくは１５０％以上、特に好ましくは２００％以上、増加した飲
料を製造することとしてもよい。
【００３９】
　本方法においては、ホップを含む原料を使用して調製された原料液を使用して飲料を製
造する。原料液の調製は、少なくともホップと水とを混合することを含む。具体的に、例
えば、ホップを含む原料を使用し、当該ホップと水とを含む混合液を煮沸して調製された
原料液を使用する。
【００４０】
　なお、ホップと水とを含む混合液を煮沸することにより、当該ホップに含まれるα酸の
異性化によりイソα酸が生成され、苦味が付与されるが、当該ホップに含まれるチオール
成分（例えば、４ＭＳＰ、３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨからなる群より選択される１
以上）の抽出には、当該煮沸は必要ない（すなわち、ホップに含まれるチオール成分は、
当該ホップと水とを混合することにより、煮沸を行わなくても、抽出される。）。したが
って、原料液の調製は、ホップと水とを含む混合液を煮沸することを含んでもよいが、含
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む必要はない。
【００４１】
　このため、本方法において、ホップを添加するタイミングは特に限られない。すなわち
、例えば、原料液の調製中に煮沸を行う場合であっても、当該煮沸中に限られず、当該煮
沸後にホップを添加することとしてもよい。したがって、いわゆるレイトホッピング、及
び／又はドライホッピングを行うこととしてもよい。
【００４２】
　本方法においては、上記従来よりも遅い時期に収穫されたホップに加えて、従来と同様
の時期に収穫されたホップをさらに使用することとしてもよい。この場合、本方法におい
て使用されるホップの総量（上記従来よりも遅い時期に収穫されたホップの使用量と、従
来と同様の時期に収穫されたホップの使用量との合計）に対する、当該従来よりも遅い時
期に収穫されたホップの使用量の割合は、乾燥重量基準で、２０重量％以上（２０重量％
以上、１００重量％以下）であることとしてもよく、３０重量％以上であることが好まし
く、５０重量％以上であることが特に好ましい。
【００４３】
　本方法においては、ホップと植物原料とを含む原料を使用することとしてもよい。植物
原料は、飲料の製造に使用される、植物由来の原料であれば特に限られないが、例えば、
次の（ｉ）、（ｉｉ）及び（ｉｉｉ）からなる群より選択される１以上を含むことが好ま
しい：（ｉ）穀類（例えば、麦類、米類及びトウモロコシからなる群より選択される１以
上）、豆類及びイモ類からなる群より選択される１以上；、（ｉｉ）当該群より選択され
る１以上を発芽させたもの；、及び（ｉｉｉ）当該（ｉ）及び／又は当該（ｉｉ）に由来
する成分。
【００４４】
　具体的に、例えば、本方法においては、ホップと、麦類及び／又は当該麦類を発芽させ
たもの（麦芽）と、を含む原料を使用して調製された原料液を使用することとしてもよい
。麦類は、大麦、小麦、燕麦及びライ麦からなる群より選択される１以上であることが好
ましい。麦芽は、大麦、小麦、燕麦及びライ麦からなる群より選択される１以上の麦芽で
あることが好ましい。
【００４５】
　上記（ｉｉｉ）の成分は、上記（ｉ）及び／又は（ｉｉ）の植物原料に由来する成分で
あれば特に限られないが、例えば、タンパク質、ペプチド、アミノ酸、糖類、脂質、ビタ
ミン及びミネラルからなる群より選択される１以上である。
【００４６】
　本方法においては、ホップと植物原料とを含む原料を使用し、糖化を行って調製された
原料液を使用することとしてもよい。糖化は、植物原料と水とを含む混合液を、多糖類分
解酵素及び／又はタンパク質分解酵素で処理することにより行う。多糖類分解酵素及び／
又はタンパク質分解酵素は、植物原料（例えば、麦芽）に含まれる酵素であってもよいし
、及び／又は、植物原料とは別に外的に添加される酵素であってもよい。糖化は、多糖類
分解酵素及び／又はタンパク質分解酵素が働く温度（例えば、３０℃以上、８０℃以下）
で行う。また、本方法においては、ホップと植物原料とを含む原料を使用し、糖化を行い
、さらに煮沸を行って調製された原料液を使用することとしてもよい。
【００４７】
　本方法は、原料液に酵母を添加してアルコール発酵を行うことを含むこととしてもよい
。この場合、アルコール発酵後の発酵液に所定の処理（例えば、ろ過処理及び／又は加熱
処理）を施して、最終的に飲料を得る。
【００４８】
　アルコール発酵を行う場合、原料液は、上記植物原料の使用の有無にかかわらず、酵母
が資化できる炭素源及び窒素源を含む。炭素源は、炭素原子を含む化合物であって酵母が
資化できるものであれば特に限られないが、例えば、酵母が資化できる糖類である。糖類
は、例えば、グルコース、フルクトース、シュクロース（ショ糖）、マルトース（麦芽糖
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）及びマルトトリオースからなる群より選択される１種以上を含む。
【００４９】
　窒素源は、窒素原子を含む化合物であって酵母が資化できるものであれば特に限られな
いが、例えば、アミノ酸及び／又はペプチドである。この場合、原料液は、アミノ酸及び
／又はペプチドとして、タンパク質酵素分解物を含むこととしてもよい。タンパク質酵素
分解物は、タンパク質をタンパク質分解酵素により分解することにより得られ、アミノ酸
及び／又はペプチドを含む。
【００５０】
　アルコール発酵開始時の発酵液における酵母の密度は特に限られないが、例えば、１×
１０６個／ｍＬ～３×１０９個／ｍＬであることが好ましい。酵母は、アルコール発酵を
行う酵母であれば特に限られず、例えば、ビール酵母、ワイン酵母、焼酎酵母及び清酒酵
母からなる群より選択される１以上であることが好ましい。
【００５１】
　アルコール発酵の条件は、発酵液中において酵母によるアルコール発酵が行われる条件
であれば特に限られないが、例えば、当該発酵液を０℃以上、４０℃以下の範囲内の温度
で、１日以上、１４日以下の時間維持することにより行う。
【００５２】
　本方法においては、アルコール発酵を行うことなく飲料を製造する（すなわち、本方法
は、アルコール発酵を行うことを含まない）こととしてもよい。この場合、アルコール発
酵を行うことなく、原料液を使用して飲料を得る。具体的に、例えば、原料液に、他の成
分の添加、ろ過処理及び加熱処理からなる群より選択される１以上を施して、飲料を得る
。原料液に添加される他の成分は、例えば、糖類、食物繊維、酸味料、色素、香料、甘味
料及び苦味料からなる群より選択される１以上である。
【００５３】
　本方法において製造する飲料は、特に限られないが、例えば、発泡性飲料を製造するこ
ととしてもよい。発泡性飲料は、泡立ち特性及び泡持ち特性を含む泡特性を有する飲料で
ある。すなわち、発泡性飲料は、例えば、炭酸ガスを含有する飲料であって、グラス等の
容器に注いだ際に液面上部に泡の層が形成される泡立ち特性と、その形成された泡が一定
時間以上保たれる泡持ち特性とを有する飲料であることが好ましい。
【００５４】
　発泡性飲料の炭酸ガス圧は、１．０ｋｇ／ｃｍ２以上であることとしてもよく、２．０
ｋｇ／ｃｍ２以上であることとしてもよい。発泡性飲料の炭酸ガス圧の上限値は、特に限
られないが、当該炭酸ガス圧は、３．０ｋｇ／ｃｍ２以下であることとしてもよい。
【００５５】
　また、発泡性飲料のＮＩＢＥＭ値は、５０秒以上であることとしてもよい。ＮＩＢＥＭ
値は、発泡性飲料を所定の容器に注いだ際に形成された泡の高さが所定量減少するまでの
時間（秒）として評価される。具体的に、発泡性飲料のＮＩＢＥＭ値は、文献「改訂　Ｂ
ＣＯＪビール分析法　２０１３年増補改訂（編集：ビール酒造組合　国際技術委員会（分
析委員会）、発行所：公益財団法人日本醸造協会）」の「８．２９　泡－ＮＩＢＥＭ－Ｔ
を用いた泡持ち測定法－」に記載の方法により測定される。
【００５６】
　本方法においては、アルコール発酵を行って発泡性飲料を製造することとしてもよい。
アルコール発酵を行うことなく発泡性飲料を製造する場合、例えば、炭酸水の使用、及び
／又は炭酸ガスの使用により発泡性を付与して、当該発泡性飲料を得る。
【００５７】
　本方法においては、アルコール飲料を製造することとしてもよい。アルコール飲料は、
アルコール含有量が１体積％以上（アルコール分１度以上）の飲料である。アルコール飲
料のアルコール含有量は、１体積％以上であれば特に限られないが、例えば、１体積％以
上、２０体積％以下であってもよい。
【００５８】
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　本方法においては、アルコール発酵を行ってアルコール飲料を製造することとしてもよ
い。アルコール発酵を行うことなくアルコール飲料を製造する場合、例えば、原料液に、
アルコール（例えば、エタノール）を添加する。アルコール飲料は、発泡性アルコール飲
料であることとしてもよい。
【００５９】
　本方法においては、ノンアルコール飲料を製造することとしてもよい。ノンアルコール
飲料は、アルコール含有量が１体積％未満の飲料である。ノンアルコール飲料のアルコー
ル含有量は、１体積％未満であれば特に限られないが、例えば、０．５体積％未満であっ
てもよく、０．０５体積％未満であってもよく、０．００５体積％未満であってもよい。
【００６０】
　本方法においては、アルコール発酵を行うことなくノンアルコール飲料を製造すること
としてもよい。アルコール発酵を行ってノンアルコール飲料を製造する場合、例えば、当
該アルコール発酵後の発酵液に、アルコール含有量を低減する処理を施して、当該ノンア
ルコール飲料を得る。ノンアルコール飲料は、発泡性ノンアルコール飲料であることとし
てもよい。
【００６１】
　本方法においては、ビールテイスト飲料を製造することとしてもよい。本実施形態にお
いて、ビールテイスト飲料は、ビール様の香味を有する発泡性飲料である。
【００６２】
　ビールテイスト飲料は、発泡性アルコール飲料であることとしてもよい。具体的に、ビ
ールテイスト飲料は、例えば、ビール、発泡酒、又は、発泡酒とアルコール成分（例えば
、スピリッツ）とを含有する発泡性アルコール飲料であることとしてもよい。また、ビー
ルテイスト飲料は、発泡性ノンアルコール飲料であることとしてもよい。すなわち、ビー
ルテイスト飲料は、アルコール含有量、麦芽の使用の有無、及びその製造時のアルコール
発酵の有無に関わらず、ビール様の香味を有する発泡性飲料であれば特に限られない。
【００６３】
　次に、本実施形態に係る具体的な実施例について説明する。
【実施例１】
【００６４】
　飲料として、ビールを製造した。ホップとしては、開花後４５日又は６５日で収穫され
たフラノビューティ－品種のホップ、及び開花後４５日又は６５日で収穫されたフラノマ
ジカル品種のホップの合計４種類を使用した。
【００６５】
　まず大麦麦芽を水と混合して得られた混合液の糖化を行った。次いで、糖化後の混合液
に、上記４種類のうち１種のホップ（具体的には、ホップパウダー）０．８ｋｇ／ｋＬを
添加して煮沸を行った。さらに、煮沸後の混合液を冷却して、原料液を得た。その後、原
料液にビール酵母を添加してアルコール発酵を行い、さらに、熟成を行った。熟成後の発
酵液にろ過等の処理を施して、アルコール含有量が約５体積％のビールを得た。
【００６６】
　そして、上述のようにして得られた４種類の飲料の各々について、熟練した５人のパネ
ラーによる官能検査を行った。官能検査においては、「柑橘様の香り」、「フレッシュさ
（新鮮さ）」及び「軽快さ」という３つの項目を評価した。具体的に、各パネラーは、開
花後４５日で収穫されたフラノビューティ－品種のホップを使用して製造された飲料の各
項目を「３点」と評価する場合における、相対的な点数として、他の飲料の各項目につい
て、１点、２点、３点、４点又は５点の点数を付与した。各項目の香味が強いほど大きな
点数が付与された。
【００６７】
　また、各飲料について、苦味価（ＢＵ：Ｂｉｔｔｅｒ　Ｕｎｉｔ）と、４種類のチオー
ル成分（４ＭＳＰ、３Ｓ４ＭＰ、３Ｓ４ＭＰＡ及び３ＳＨ）の含有量とを測定した。飲料
におけるチオール成分（４ＭＳＰ、３Ｓ４ＭＰ、３Ｓ４ＭＰＡ及び３ＳＨ）の含有量は、
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次のようにして定量した。
【００６８】
　すなわち、まず飲料に含有されるチオール成分は、ジクロロメタンで抽出後、市販の前
処理用カートリッジ（ＭｅｔａＳｅｐ　ＩＣ－Ａｇ、ジーエルサイエンス社製）を使用し
て、チオールを特異的に精製し、ＧＣ／ＭＳ／ＭＳで測定した。
【００６９】
　また、チオール成分は、例えば、特開２０１４－２１１４３３号公報の実施例１で使用
された、２次元－ＧＣ－ＭＳによるチオール化合物の定量法において、その測定条件を４
ＭＳＰ、３Ｓ４ＭＰ、３Ｓ４ＭＰＡ、３ＳＨに適した条件に適宜変更した方法によって測
定することしてもよい。この場合、ＣＶ１５％未満の併行精度、及び／又は定量値の半分
未満の検出限界を有するように調整するように、例えば、サンプルの調製における溶媒抽
出の条件、固相の種類（例えば、銀を固定した固相）、固相の洗浄条件、溶出液の種類を
含む溶出条件、溶出試薬を除去するための洗浄方法、ＧＣのカラム、オーブンの温度条件
、注入に関する各種条件、ＧＣの流用、及びＭＳ検出器の条件からなる群より選択される
１以上を変更することとしてもよい。また２次元-ＧＣ－ＭＳに代えて、ＧＣ／ＭＳ／Ｍ
Ｓを用いることとしてもよい。
【００７０】
　図１には、４種類の飲料（例１－１～例１－４）の各々について、その製造に使用した
ホップの品種及び収穫時期と、成分分析及び官能検査の結果とを示す。なお、図１におい
て、チオール成分（４ＭＳＰ、３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨ）の「対４５日比」は、
開花から４５日で収穫されたホップ（「開花後４５日」）を使用して得られた飲料の当該
チオール成分の含有量に対する、開花から６５日で収穫されたホップ（「開花後６５日」
）を使用して得られた飲料の当該チオール成分の含有量の比を示す。また、ＢＵに対する
チオール成分含有量の比（４ＭＳＰ／ＢＵ比、３ＳＭＰ／ＢＵ比、３ＳＭＰＡ／ＢＵ比、
及び３ＳＨ／ＢＵ比）の「対４５日比」は、開花から４５日で収穫されたホップ（「開花
後４５日」）を使用して得られた飲料の当該比に対する、開花から６５日で収穫されたホ
ップ（「開花後６５日」）を使用して得られた飲料の当該比を示す。
【００７１】
　図１に示すように、官能検査においては、フラノビューティ－品種及びフラノマジカル
品種のいずれのホップを使用した場合も、開花後６５日で収穫されたホップを使用して得
られた飲料（例１－２、例１－４）は、開花後４５日で収穫されたホップを使用して得ら
れた飲料（例１－１、例１－３）に比べて、「柑橘様の香り」、「フレッシュさ」及び「
軽快さ」の全ての点数が顕著に高かった。すなわち、開花後６５日で収穫されたホップを
使用することにより、開花後４５日で収穫されたホップを使用する場合に比べて、飲料の
香味が顕著に向上することが確認された。
【００７２】
　また、図１に示すように、飲料のＢＵは、フラノビューティ－品種及びフラノマジカル
品種のいずれのホップを使用した場合も、開花後６５日で収穫されたホップを使用するこ
とによって、開花後４５日で収穫されたホップを使用した場合に比べて、顕著に増加する
ことはなかった。すなわち、開花後６５日で収穫されたホップを使用することによって、
開花後４５日で収穫されたホップを使用した場合に比べて、飲料の苦味が大きく増強され
ることはなかった。
【００７３】
　一方、飲料のチオール成分の含有量については、開花後６５日で収穫されたホップを使
用して得られた飲料（例１－２、例１－４）の３ＳＭＰ、３ＳＭＰＡ及び３ＳＨの含有量
は、開花後４５日で収穫されたホップを使用して得られた飲料（例１－１、例１－３）の
１．２６倍以上に増加した（２６％以上の増加）。
【００７４】
　特に、開花後６５日で収穫されたホップを使用して得られた飲料（例１－２、例１－４
）の３ＳＭＰ及び３ＳＭＰＡの含有量は、開花後４５日で収穫されたホップを使用して得
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られた飲料（例１－１、例１－３）の４．７０倍～８．７１倍と、顕著に増加した。
【００７５】
　また、飲料のＢＵに対するチオール成分含有量の比（チオール成分含有量をＢＵで除し
て得られる、４ＭＳＰ／ＢＵ比、３ＳＭＰ／ＢＵ比、３ＳＭＰＡ／ＢＵ比、及び３ＳＨ／
ＢＵ比）は、フラノビューティ－品種及びフラノマジカル品種のいずれのホップを使用し
た場合も、開花後６５日で収穫されたホップを使用することによって、開花後４５日で収
穫されたホップを使用した場合に比べて増加した。
【００７６】
　特に、開花後６５日で収穫されたホップを使用して得られた飲料（例１－２、例１－４
）の３ＳＭＰ／ＢＵ比及び３ＳＭＰＡ／ＢＵ比は、開花後４５日で収穫されたホップを使
用して得られた飲料（例１－１、例１－３）の４．９０倍～８．３９倍と、顕著に増加し
た。
【実施例２】
【００７７】
　上述の実施例１で使用された４種類のホップと、開花後５５日で収穫されたフラノビュ
ーティ－品種のホップと、開花後５５日で収穫されたフラノマジカル品種のホップと、開
花後４５日、６５日又は７５日で収穫されたカスケード品種のホップと、の合計９種類の
ホップについて、α酸及びチオール成分（４ＭＳＰ、３Ｓ４ＭＰ、３Ｓ４ＭＰＡ及び３Ｓ
Ｈ）の含有量を測定した。
【００７８】
　ホップのα酸含有量は、文献（Analytica-EBC, 7.7 α- and β-Acids in Hops and Ho
p Products by HPLC (1997））に記載の方法に従い、ＨＰＬＣを使用して、α酸の総含有
量（コフムロンの含有量と、フムロンの含有量と、アドフムロンの含有量との合計）を測
定することにより得た。
【００７９】
　ホップのチオール成分（４ＭＳＰ、３Ｓ４ＭＰ、３Ｓ４ＭＰＡ及び３ＳＨ）の含有量は
、次のようにして定量した。すなわち、ホップのチオール成分は、ホップの粉末２ｇを、
ジクロロメタンで抽出後、市販の前処理用カートリッジ（ＭｅｔａＳｅｐ　ＩＣ－Ａｇ、
ジーエルサイエンス社製）を使用して、チオールを特異的に精製し、ＧＣ／ＭＳ／ＭＳで
測定した。また、チオール成分は、例えば、特開２０１４－２１１４３３号公報の実施例
１で使用された、２次元－ＧＣ－ＭＳによるチオール化合物の定量法において、その測定
条件を４ＭＳＰ、３Ｓ４ＭＰ、３Ｓ４ＭＰＡ、３ＳＨに適した条件に適宜変更した方法に
よって測定することしてもよい。この場合、ＣＶ１５％未満の併行精度、及び／又は定量
値の半分未満の検出限界を有するように調整するように、例えば、サンプルの調製におけ
る溶媒抽出の条件、固相の種類（例えば、銀を固定した固相）、固相の洗浄条件、溶出液
の種類を含む溶出条件、溶出試薬を除去するための洗浄方法、ＧＣのカラム、オーブンの
温度条件、注入に関する各種条件、ＧＣの流用、及びＭＳ検出器の条件からなる群より選
択される１以上を変更することとしてもよい。また２次元-ＧＣ－ＭＳに代えて、ＧＣ／
ＭＳ／ＭＳを用いることとしてもよい。
【００８０】
　図２には、９種類のホップの各々について、α酸の含有量（ｐｐｍ）、及びチオール成
分（４ＭＳＰ、３Ｓ４ＭＰ、３Ｓ４ＭＰＡ及び３ＳＨ）の含有量（μｇ／ｋｇ）を測定し
た結果を示す。なお、図２において、「対４５日比」は、開花から４５日で収穫されたホ
ップ（「開花後４５日」）を使用して得られた飲料のα酸又はチオール成分の含有量に対
する、開花から５５日、６５日又は７５日で収穫されたホップ（「開花後５５日」、「開
花後６５日」又は「開花後７５日」）を使用して得られた飲料の当該α酸又はチオール成
分の含有量の比を示す。
【００８１】
　図２に示すように、ホップのα酸含有量は、フラノビューティ－品種及びフラノマジカ
ル品種のホップにおいては、開花後４５日から６５日までの収穫時期によってほとんど変
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化せず、カスケード品種のホップにおいては、収穫時期が遅れることによって減少する傾
向が確認された。
【００８２】
　一方、ホップのチオール成分含有量は、フラノビューティ－品種、フラノマジカル品種
及びカスケード品種のいずれのホップにおいても、４ＭＳＰを除き、収穫時期が開花後４
５日から、開花後５５日、開花後６５日及び開花後７５日と遅れるにつれて、増加した。
【００８３】
　すなわち、開花後５５日、６５日又は７５日で収穫されたホップの３ＳＭＰ、３ＳＭＰ
Ａ及び３ＳＨの含有量は、開花後４５日で収穫されたホップの１．１３倍以上に増加した
（１３％以上の増加）（「対４５日比」）。
【００８４】
　特に、開花後５５日、６５日又は７５日で収穫されたホップの３ＳＭＰ及び３ＳＭＰＡ
の含有量は、開花後４５日で収穫されたホップの１．５６倍～４．５８倍と、顕著に増加
した。

 

【図１】 【図２】
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